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○
告
示

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
介
護
機
関
の
廃
止
の
届
出
（
厚
政
課
）
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生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
介
護
機
関
の
指
定
（
三
件
）
（
厚
政
課
）
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保
安
林
指
定
の
解
除
（
萩
市
）
（
森
林
整
備
課
）
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…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…

県
が
発
注
す
る
業
務
の
委
託
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要

な
資
格
及
び
調
達
す
る
特
定
役
務
の
種
類
等
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
地
域
企
画
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

家
畜
商
講
習
会
の
開
催
（
ぶ
ち
う
ま
や
ま
ぐ
ち
推
進
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

県
営
柏
木
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
計
画
書
の
縦
覧
（
農
村
整
備
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

県
営
堤
ヶ
迫
（
下
）
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
変
更
計
画
書
の
縦
覧
（
農
村
整
備
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…

県
営
下
津
令
地
区
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
変
更
計
画
書
の
縦
覧
（
農
村
整
備
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…

県
営
大
谷
口
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
変
更
計
画
書
の
縦
覧
（
農
村
整
備
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

基
本
測
量
の
実
施
（
監
理
課
）
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
建
築
指
導
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
百
五
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨

の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
四
月
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

事
業
の

種
類

廃
止
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

社
会
福
祉
法
人

阿
武
福
祉
会

阿
武
郡
阿
武
町

大
字
木
与
一
〇

〇
三
九
の
五

小
地
域
サ
ー
ビ

ス
事
業
所
田
中

さ
ん
家

阿
武
郡
阿
武
町

大
字
奈
古
二
八

七
六
の
九

通
所
介

護

平
成
二
九
、
四
、

一

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

事
業
の

種
類

廃
止
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

社
会
福
祉
法
人

阿
武
福
祉
会

阿
武
郡
阿
武
町

大
字
木
与
一
〇

〇
三
九
の
五

小
地
域
サ
ー
ビ

ス
事
業
所
田
中

さ
ん
家

阿
武
郡
阿
武
町

大
字
奈
古
二
八

七
六
の
九

介
護
予

防
通
所

介
護

平
成
二
九
、
四
、

一

山
口
県
告
示
第
百
五
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
九
年
四
月
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

グ
リ
ー
ン
ラ
イ

フ
株
式
会
社

大
阪
府
吹
田
市

春
日
三
丁
目
二

〇
番
八
号

訪
問
介
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
は

ぴ
ね
防
府

防
府
市
大
字
田

島
一
四
六
〇
の

四

訪
問
介

護

平
成
二
九
、
三
、

一

株
式
会
社
ラ
イ

ジ
ン
グ

宇
部
市
大
字
妻

崎
開
作
一
一
〇

の
一

お
き
の
だ
ん
薬

局

宇
部
市
大
字
沖

ノ
旦
七
九
〇
の

一

居
宅
療

養
管
理

指
導

〃

二
、

〃

山
口
県
告
示
第
百
五
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

一
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平
成
二
十
九
年
四
月
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

指
定
年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

グ
リ
ー
ン
ラ
イ
フ

株
式
会
社

大
阪
府
吹
田
市
春

日
三
丁
目
二
〇
番

八
号

居
宅
介
護
支
援
事

業
所
は
ぴ
ね
防
府

防
府
市
大
字
田
島

一
四
六
〇
の
四

平
成
二
八
、
三
、

一

山
口
県
告
示
第
百
五
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
九
年
四
月
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

グ
リ
ー
ン
ラ
イ

フ
株
式
会
社

大
阪
府
吹
田
市

春
日
三
丁
目
二

〇
番
八
号

訪
問
介
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
は

ぴ
ね
防
府

防
府
市
大
字
田

島
一
四
六
〇
の

四

介
護
予

防
訪
問

介
護

平
成
二
九
、
三
、

一

株
式
会
社
ラ
イ

ジ
ン
グ

宇
部
市
大
字
妻

崎
開
作
一
一
〇

の
一

お
き
の
だ
ん
薬

局

宇
部
市
大
字
沖

ノ
旦
七
九
〇
の

一

介
護
予

防
居
宅

療
養
管

理
指
導

〃

二
、

〃

株
式
会
社
し
ら

と
り

防
府
市
大
字
西

浦
一
四
五
八
の

二
三

ケ
ア
ビ
レ
ッ
ジ

ス
ワ
ン

防
府
市
大
字
真

尾
七
三
五
の
二

介
護
予

防
通
所

介
護

〃

〃

〃

山
口
県
告
示
第
百
五
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

萩
市
大
字
鈴
野
川
字
ご
ま
田
一
一
六
四
の
一

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

山
口
県
告
示
第
百
五
十
七
号

県
が
発
注
す
る
業
務
の
委
託
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必

要
な
資
格
及
び
調
達
す
る
特
定
役
務
の
種
類
等
に
関
す
る
告
示
（
平
成
二
十
九
年
山
口
県
告
示
第
三
十

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

二
中
「
中
間
検
査
業
務
、
」
を
「
中
間
検
査
業
務
並
び
に
」
に
改
め
、
「
並
び
に
警
察
用
ヘ
リ
コ
プ

タ
ー
の
整
備
及
び
耐
空
証
明
検
査
業
務
」
を
削
る
。

公

告

（
一
二
〇
）
家
畜
商
講
習
会
の
開
催

家
畜
商
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
号
）
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家
畜
商
講

習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

平
成
二
十
九
年
四
月
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

講
習
の
対
象
と
な
る
者

家
畜
の
取
引
の
事
業
を
営
む
た
め
、
家
畜
商
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

二

講
習
会
の
日
時
及
び
場
所

㈠

日
時

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
日
（
火
曜
日
）
及
び
同
月
二
十
一
日
（
水
曜
日
）
の
午
前
九

時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

㈡

場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
庁
農
林
水
産
部
二
号
会
議
室

三

講
習
の
科
目
及
び
時
間

二
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科

目

時

間

家
畜
の
取
引
に
関
す
る
法
令

四

家
畜
の
品
種
及
び
特
徴

四

家
畜
の
悪
癖
、
機
能
障
害
及
び
疾
病

六

四

受
講
の
手
続

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
講
願
書
に
家
畜
商
講
習
会
受
講
手
数
料
三
千
四
百
八
十
円
に

相
当
す
る
山
口
県
収
入
証
紙
及
び
写
真
（
縦
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
と
し
、
出
願
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き
及
び
上
半
身
像
の
も
の
と
す
る
。
）
を

貼
っ
て
、
県
内
に
居
住
す
る
者
に
あ
っ
て
は
そ
の
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
農
林
事
務
所
の
畜
産
部

に
、
県
外
に
居
住
す
る
者
に
あ
っ
て
は
山
口
市
滝
町
一
番
一
号
（
郵
便
番
号
七
五
三－

八
五
〇
一
）

山
口
県
農
林
水
産
部
ぶ
ち
う
ま
や
ま
ぐ
ち
推
進
課
に
提
出
す
る
こ
と
。

五

受
講
願
書
の
提
出
期
限

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
二
日
（
月
曜
日
）

六

そ
の
他

こ
の
講
習
会
の
受
講
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
山
口
県
農
林
水
産
部
ぶ
ち
う
ま
や
ま
ぐ
ち
推
進
課

（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

三
三
九
五
）
又
は
最
寄
り
の
農
林
事
務
所
の
畜
産
部
に
す
る
こ
と
。

（
一
二
一
）
県
営
柏
木
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
計
画
書
の
縦
覧

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

柏
木
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
を
行
う
た
め
の
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
九
年
四
月
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
柏
木
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
十
九
日
か
ら
同
年
五
月
八
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

（
一
二
二
）
県
営
堤
ヶ
迫
（
下
）
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
変
更
計
画
書
の
縦
覧

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
堤
ヶ
迫
（
下
）
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
の
事
業
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
九
年
四
月
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
堤
ヶ
迫
（
下
）
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
十
九
日
か
ら
同
年
五
月
八
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

（
一
二
三
）
県
営
下
津
令
地
区
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
変
更
計
画
書
の
縦
覧

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
下
津
令
地
区
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
の
事
業
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
九
年
四
月
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
下
津
令
地
区
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
十
九
日
か
ら
同
年
五
月
八
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

二
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（
一
二
四
）
県
営
大
谷
口
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
変
更
計
画
書
の
縦
覧

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
大
谷
口
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
の
事
業
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
九
年
四
月
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
大
谷
口
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
十
九
日
か
ら
同
年
五
月
八
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

（
一
二
五
）
基
本
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省

国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

平
成
二
十
九
年
四
月
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

基
本
測
量
（
空
中
写
真
撮
影
及
び
オ
ル
ソ
画
像
作
成
）

二

作
業
の
地
域

岩
国
市
及
び
玖
珂
郡
和
木
町

三

作
業
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

（
一
二
六
）
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

関
す
る
工
事
の
完
了
を
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

平
成
二
十
九
年
四
月
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

長
門
市
東
深
川
字
滝
ノ
下
及
び
深
川
湯
本
字
川
平

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者

長
門
市

平
成
二
十
九
年
四
月
十
八
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

平
成
二
十
九
年
四
月
十
八
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事
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